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第１回研修会のご案内 
 

 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、今般、前知財高裁所長で弁護士の塚原朋一先生をお招きして、下記の内容につい

てご講演いただくことに致しました。本研修は、組織委員会との共催により実施し、実施

時間帯と会費が通常の研修と異なりますので、ご注意ください。 

 参加希望者は、申込書に必要事項をご記入の上、１月１７日（火）までにＦＡＸまたは e

メールにてお申し込み下さい。皆様のご参加をお待ちしております。 

 なお、日本弁理士会の継続研修として実施し（単位認定申請中）、所定の申請をすると外

部機関研修として単位が認められる予定です（予定単位数：２単位）。また、遅刻・早退・

中座をされると、単位認定の対象とはなりませんので、十分ご注意ください。 

敬具 

 

記 

 
テーマ 『知財高裁における進歩性判断の最新動向と今後の展望』 

 

 わが国の特許発明の進歩性に関する考え方は、この１０年で大きく変化したと考えられ

ています。ある見解によれば、それは、裁判所に始まり、それが特許庁における審査・審

判に影響を及ぼし、やがては、弁理士の業務及び企業の知財部に広がったとも言われてい

ます。とりわけ、平成１７年４月に知的財産高等裁判所（知財高裁）が発足した前後にお

ける特許庁及び裁判所の進歩性の判断基準には、極めて厳しいものがあり、一時は、それ

が特許権侵害訴訟の新訴件数が激減する事態も招いたのではないかとも言われたほどでし

た。 
 しかしながら、それに続く数年間は、かなりの程度、裁判所における進歩性の判断基準

が緩和され、特に、平成２１年、２２年には、特許発明の進歩性判断に関する知財高裁の

判断は、際だって進歩性を広く捉える方向に進んだとも評価されています。このため、以

前であれば無効とされたであろう特許について、知財高裁が有効であると判断することが

しばしば目に付くようになっています。こうした変化は、当初は、一部の裁判部に特徴的

に現れた現象であったようですが、このところ、おおむねすべての裁判部に一様に現れて

いる現象のようになりました。しかも、裁判所のこうした進歩性に対する緩和した姿勢が

特許庁の審決にも影響が及び、進歩性を肯定して特許有効とする審決が増えてきたように

も思われます。 
 この数年間、知財高裁の判例分析といえば、特許庁が進歩性を否定した審決を知財高裁

が進歩性を肯定した判決例を研究の対象としてきたのですが、昨年あたりから、知財高裁

の判決には、進歩性なしとした特許庁の判断を否定して進歩性ありとする判決のほかに、

進歩性ありとした特許庁の判断を否定して進歩性なしとする判決も現れるようになりまし

た。そうした判例の分析を含めて、平成２３年の一年を通じて、知財高裁の進歩性判断の

今後の動向を分析し、今後の進歩性判断の在り方などについて、検討したいと思っており

ます。 



 なお、このほかに、参加者のご希望に応じて、今般の特許法改正のうち、「審決予告と

これに対する訂正請求」に関する特許庁の実務の在り方について、考えていきたいと思っ

ております。 
 

講 師  塚原 朋一 先生（弁護士・前知財高裁所長） 
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